
        問合せ：企画課 0585－45－3111 

 

申請者 役 場 

 

 

◎ 支援金交付申請 

 

 

 

 

 

 
『通知受け取り後、提出』 

◎ 支援金の請求 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 支援金受理  完 

『申請要件』 

・転入前直近の５年間県外に住んでいた 

・申請日の属する年度の４月１日時点で、申請者が 39

歳以下である 

・転入後１年以内である 

・就業または起業している 

・池田町に５年以上住む意思がある 

・就業先に５年以上勤続する意思がる 

※虚偽の申請、５年以内に転出または離職した場合支援

金の返還を求めますのでご注意ください。 

 

『支援金額』 

世帯：50万円  単身：30万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 交付決定 

 

 

 

※概ね２週間程度で通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 支払請求書の受理 

『支援金の振込』 

 

池田町清流の国ぎふ移住支援補助金交付決

定通知書（別記第２号様式） 

池田町清流の国ぎふ移住支援金の流れ 

池田町清流の国ぎふ移住支援補助金交付申請

書（別記第 1号様式） 

・申請者の身分証の写し 

・住民票（池田町住民課窓口で取得） 

・住民票の除票または戸籍の附票 

（除票は転入前居住地の役場で取得） 

（附票は本籍地の役場で取得） 

※直近５年間の異動の把握のため必要にな

ります！転居を繰り返している場合はそ

れぞれの異動履歴が必要です。 

（就業の場合） 

・就業証明書（就業先の企業に記載してもらう） 

（起業の場合） 

・法人登記簿、開業届出等の写し 

・事業実施計画書（任意様式） 

※事業の目的、内容、資金計画等を記載した

ものを提出してください。様式は任意で

す。 

・支援金の交付（支払い） 

池田町清流の国ぎふ移住支援補助金交付請求

書（別記第３号様式） 

・振込先の通帳の写し 


